
　今年も所得申告相談を実施します。
　これは、昨年1年間（平成31年1月1日から令和元
年12月31日）の収入などの状況について行うもので、
申告をしないと保育所入所、年金の免除申請、社会
保険などの扶養申請、町営住宅入居などに必要な所
得証明書などが発行できません。

　また、国民健康保険税や介護保険料・後期高齢者
医療保険料の計算にも必要となります。
　自分は申告が必要なのか、下の「申告チェックシー
ト」で確認してみましょう。なお、申告は1月に配
布した「令和元年分所得申告相談について」もご確
認ください。

決まった期日まで、お忘れなく。

所得申告相談が、
始まります。

申
告
に
は
ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ
も
、

便
利
で
す
！

http://w
w

w
.e-tax.nta.go.jp/

申告チェックシートは、こちら

令和2年1月1日現在、
涌谷町に住んでいましたか？

令和2年1月1日に住んでいた
市町村などで確認してください。

平成31年1月1日から令
和元年12月31日までに
収入がありましたか？

収入は障害者年金およ
び遺族年金などの非課
税年金ですか？

はい いいえ

涌谷町内に住む人の扶養
控除の対象になっている 申告が必要です

申告は不要ですが、各種手続きなどで所得証明書が必
要な人は所得がない旨を含む申告が必要です。

給与・公的年金以外の
収入がありましたか？
(事業・不動産収入など)

申告が必要です

収入は給与のみでした
か？(収入が2,000万円
を超える場合は確定申
告が必要です)

年末調整をしていない
給与がありますか？
(令和元年中に退職した
場合や副業がある人な
ど)

所得控除の追加および
訂正がありますか？
※1 医療費控除、社会保
険料控除、生命保険料控
除、地震保険料控除など

公的年金収入のみで、
年金収入が400万円以下
でしたか？ 申告は不要です ※2

申告が必要です

《備考》
※1 医療費控除を受ける
場合は医療費控除明細書が
必要です。用紙は税務課窓
口で配布しています。
※2 年末調整をした給与
支払報告書が、勤務先から
涌谷町に提出されていない
場合は申告が必要になりま
す。
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各種手数料・使用料を改正します

　涌谷町の財政再建計画を推進するため、令和2年4月1日から各種証明書などの手数料や各種施設な
どの使用料を次のとおり改正します。財政再建に向け、町民皆さまのご理解をお願いいたします。

▼手数料にかかわる問い合わせ先
　町民生活課☎43-2113・税務課☎43-2114
　涌谷町国民健康保険病院（総務管理課）☎43-5111・農業委員会事務局☎43-2120

《手数料の改定》
種　　類 改正前の額 改正後の額

町
民
生
活
課

住民票、戸籍の附票の写しの
交付手数料 1枚

200円
（ただし1枚を超える場合、

1枚につき50円を加算）

300円
（ただし1枚を超える場合、

1枚につき50円を加算）

住民票記載事項証明書・身分
証明手数料・埋火葬許可証交
付手数料・印鑑証明手数料・
その他証明手数料

1通 200円 300円

印鑑登録手数料 1件 300円 400円

税
務
課

所得証明書 1通

200円 300円

納税証明書
（車検用を除く） 1通

その他の証明書
（住宅用家屋証明を除く） 1通

公簿・図面の閲覧および写し
の交付 1通

固定資産評価・公課証明書 1枚 200円
300円

（ただし1枚を超える場合、
1枚につき100円を加算）

涌
谷
町
国
民
健
康
保
険
病
院（
総
務
管
理
課
）

死体処置料 1体 3,000円 4,000円

死体検案料 1体
時間内 30,000円
時間外 40,000円

休日・深夜 60,000円

時間内 40,000円
時間外 50,000円

休日・深夜 60,000円

普通診断書 1通 2,500円 4,000円

特殊診断書
（生命保険など） 1通 5,000円 6,000円

死亡診断書
（死体検案書） 1通 3,000円 5,000円

各種保険関係証明書 1通 5,000円 6,000円

面談料    １回 3,000円 5,000円

農業
委員会

耕作証明書
（軽油引取税の免税申請用） 1通 0円 300円

広 報 わ く や 令和2年2月1日発行 ― 12 ―



《使用料の改定》
【減免基準】
　使用料の改正によって、団体などの利用にかかわる減免制度の基準も変更となります。
　免除となる場合は、涌谷町（行政委員会などを含む）が主催または共催するときのみとなります。
　次の場合、50％減額となります。
①国、他の地方公共団体または公共的団体が町民の福祉向上のために利用するとき②町内の高等学校
が教育活動で利用するとき③障害者で構成する団体が利用するとき④中学生以下で構成する団体が利
用するとき⑤社会福祉関係団体、地域コミュニティ団体、社会教育関係団体、教育関係団体が公益性
のある活動で利用するとき
【冷暖房の使用料】
　今までは別に料金が加算されましたが、今後は使用料に含まれます。
【消費税】
　使用料などの消費税は、現行の外税方式から内税方式に変更します。

区　　　分 改正後（午前９時～午後９時（１時間あたり））

生
涯
学
習
課

涌谷公民館

交流ホール 1,200円
視 聴 覚 コ ー ナ ー、
各会議室、各和室 600円

調理実習室 800円

農村環境改善センター
多目的ホール 1,000円
調理実習室 800円
その他の室 600円

くがね創庫

常設展示（1回）
（団体は20人以上）

小中学生 100円（個人） 50円（団体）
高校生 100円（個人） 50円（団体）

一般（大学生含） 200円（個人） 150円（団体）
特別展示（1回） 町長がその都度定める額

くがね館ホール
非営利活動 300円
営利活動 2,000円

さくら館
創作体験室

非営利活動 300円
営利活動 1,000円

涌谷町Ｂ＆Ｇ海洋センター
（体育館）

箟岳地区町民体育館

団体使用
高校生以下

全面 400円
一面 200円

一般（大学生含）
全面 800円
一面 400円

個人使用

高校生以下
（1人あたり4時間まで） 100円

一般（大学生含・
1人あたり4時間まで） 200円

体育以外を使用目
的とした場合

非営利活動 1,500円
営利活動 10,000円

涌谷町Ｂ＆Ｇ海洋センター
（武道館）

団体使用
高校生以下 200円

一般（大学生含） 400円

個人使用

高校生以下
（1人あたり4時間まで） 100円

一般（大学生含・
1人あたり4時間まで） 200円
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区　　　分 改正後（午前９時～午後９時（１時間あたり））

生
涯
学
習
課

涌谷スタジアム

高校生以下 500円

一般（大学生含） 1,000円

体育以外を使用目
的とした場合

非営利活動 2,500円

営利活動 7,500円

物品 ネットフェンス、バッティング
ゲージ、防球ネット 無料

付帯設備 選手更衣室、シャワー室、放送
設備、スコアボード 無料

夜間照明
全点灯 2,600円

半点灯 1,300円

涌谷町勤労福祉センター

団体使用

高校生以下

全面 400円

一面 200円

2階フロア 200円

一般（大学生含）

全面 800円

一面 400円

2階フロア 400円

個人使用
高校生以下 100円（4時間）

一般（大学生含） 200円（4時間）

体育以外を使用目
的とした場合

非営利活動 1,500円

営利活動 10,000円

町立史料館 入館料
（団体は20人以上）

小中学生 100円（個人） 50円（団体）

高校生 100円（個人） 50円（団体）

一般（大学生含） 300円（個人） 250円（団体）

区分 改正後（１時間あたり） 備考

教
育
総
務
課

涌谷第一小学校
体育館 200円

使
用
に
あ
た
り
団
体
登
録
が
必
要
で
す
。

校庭 100円

月将館小学校
体育館 400円

校庭 100円

箟岳白山小学校

体育館 200円

校庭 100円

ふれあいホール 200円

涌谷中学校

体育館 200円

校庭 100円

柔剣道場 300円

さくらんぼこども園
アリーナ 300円

園庭 100円

▼使用料にかかわる問い合わせ先　生涯学習課☎43-3001・教育総務課☎43-2140

広 報 わ く や 令和2年2月1日発行 ― 14 ―



善
意
を
あ
り
が
と
う

▼
ふ
る
さ
と
納
税
と
し
て（
12
月
分
）

　
全
国
の
４
２
６
人
の
皆
さ
ま

6
9
5
万
６
千
円

▼
台
風
災
害
支
援
型
ふ
る
さ
と
納

税（
12
月
分
）

　
全
国
の
73
人
の
皆
さ
ま

67
万
２
千
円

▼
台
風
19
号
災
害
見
舞
金

　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
大
崎
タ

イ
ム
ス
福
祉
部 

理
事
長 

伊
藤
卓

二
さ
ま 

30
万
円

　
大
場
尚
美
さ
ま（
仙
台
市
）

　
５
千
円

▼
広
報
郵
送
料
と
し
て

　
京
極
市
子
さ
ま（
大
崎
市
）

　
１
万
円

　
佐
藤
て
る
子
さ
ま（
船
橋
市
）

　
１
万
円

▼
財
政
再
建
の
一
助
と
し
て

　
森
太
秀
さ
ま　
１
万
５
千
円

　
高
橋
孝
子
さ
ま 

１
万
円

　
相
澤
弓
枝
さ
ま 

１
万
円

▼
さ
く
ら
ん
ぼ
こ
ど
も
園
環
境
整

備
の
一
助
と
し
て

　
優
伊
建
築
設
計
株
式
会
社

　
代
表 

伊
藤
裕
佳
さ
ま 

10
万
円

　
森
由
雄
さ
ま（
５
の
２
区
）

　
５
万
円

▼
教
育
行
政
の
一
助
と
し
て

　
有
限
会
社
大
地
環
境
企
画

　
代
表
表
取
締
役 

安
部
彰
浩
さ
ま

　
花（
ノ
ー
ス
ポ
ー
ル
）3
1
2
株

▼
涌
谷
町
役
場
へ

　
古
橋
三
治
さ
ま（
９
の
３
区
）

　
竹
と
ん
ぼ
の
一
輪
挿
し

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　
☎
43
ー
2
1
1
1

職
員
人
事
異
動

《
退
職
》
令
和
元
年
12
月
31
日
付

（
町
民
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

▼
副
セ
ン
タ
ー
長
兼
国
保
病
院
院

長　
新
田
篤

《
異
動
》
令
和
２
年
１
月
１
日
付

【
総
務
課
財
政
再
建
対
策
室
】

▼
主
幹　
森
太
秀（
兼
務
・
税
務

課
）

【
健
康
課
】

▼
主
事　
大
友
翔
馬（
総
務
課
財

政
再
建
対
策
室
）

（
町
民
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

▼
国
保
病
院
院
長 

横
井
克
己

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

☎
43
ー
2
1
1
1

吉
住
区
の
行
政
区
長
に

山
田
等
氏
を
委
嘱

　
令
和
２
年
１
月
１
日
付
で
、
吉

住
区
行
政
区
長
と
し
て
山
田
等
氏

が
新
た
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
前
行
政
区
長
の
黒
澤
哲

朗
氏
に
は
、
９
ヵ
月
間
に
わ
た
り

務
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
尽

力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
町
民
生
活
班

☎
43
ー
2
1
1
3

り
災
証
明
書
・
被
災
証
明

書
の
受
付
を
終
了
し
ま
す

　
令
和
元
年
台
風
第
19
号
の
被
害

に
よ
る
「
り
災
証
明
書
」・「
被
災

証
明
書
」
の
受
付
は
、
令
和
２
年

２
月
14
日（
金
）を
も
っ
て
終
了
し

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
税
務
班  

☎
43
ー
2
1
1
4

緊
急
通
報

「
１
１
０
番
ア
プ
リ
」

説
明
会

　
聴
覚
障
害
や

言
語
障
害
の
た

め
、
通
話
が
で

き
な
い
人
の
た
め
の
緊
急
通
報

「
１
１
０
番
ア
プ
リ
」
に
つ
い
て
、

ア
プ
リ
の
概
要
や
操
作
方
法
、
留

意
点
な
ど
を
宮
城
県
警
の
職
員
が

説
明
し
ま
す
。

　
そ
の
場
で
登
録
で
き
ま
す
。
参

加
に
あ
た
っ
て
の
申
し
込
み
は
不

要
で
、
会
場
に
は
手
話
通
訳
・
要

約
筆
記
付
き
で
す
。

▼
日
時　
２
月
17
日（
月
）

　
　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所　
宮
城
県
聴
覚
障
害
者
情

報
セ
ン
タ
ー

▼
持
参
物　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

携
帯
電
話

▼
問
い
合
わ
せ
先　
宮
城
県
聴
覚

障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー

☎
0
2
2
ー
3
9
3
ー
5
5
0
1

防
災
行
政
無
線
に
よ
る

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施

　
全
国
一
斉
に
「
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）」
を
用

い
た
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。
訓
練

で
す
の
で
、
実
際
の
災
害
と
間
違

え
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

全
国
的
な
訓
練
の
た
め
、
国
・
県

の
判
断
で
予
告
な
し
に
中
止
・
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
日
時　
２
月
19
日（
水
）

　
　
　
　
11
時
頃

▼
放
送
内
容

　
♪
上
り
チ
ャ
イ
ム
♪

「
こ
れ
は
テ
ス
ト
で
す（
×
３
回
）

ぼ
う
さ
い
わ
く
や
広
報
で
す
」

　
♪
下
り
チ
ャ
イ
ム
♪

▼
問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
防
災

交
通
班　
☎
43
ー
2
1
1
6

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

の
使
用
期
限
を
お
忘
れ

な
く

　
涌
谷
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

の
使
用
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

使
用
期
限
が
過
ぎ
た
商
品
券
は
使

え
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
使
用
期
限

　
令
和
２
年
２
月
20
日（
木
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課　
☎
43
ー
2
1
1
2

山田等氏

お知らせ イベント相談 募集― 15 ―



農
林
業
系
汚
染
廃
棄
物

の
焼
却
処
理
に
関
す
る

住
民
説
明
会
を
開
催

　
農
林
業
系
汚
染
廃
棄
物
の
処
理

を
進
め
る
た
め
に
、
焼
却
処
理
の

実
施
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
町
民

対
象
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　
２
月
９
日（
日
）

　
　
　
　
10
時
～

▼
場
所　
涌
谷
町
町
民
医
療
福
祉

セ
ン
タ
ー
研
修
ホ
ー
ル

▼
問
い
合
わ
せ
先　
農
林
振
興
課

農
林
振
興
班　
☎
25
ー
8
5
1
1

台
風
19
号
に
伴
う

稲
わ
ら
・
土
砂
の
仮
置

き
場
の
閉
鎖
に
つ
い
て

　
黄
金
山
工
業
団
地
の
稲
わ
ら
・

土
砂
仮
置
き
場
を
２
月
29
日（
土
）

で
受
け
入
れ
を
終
了
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

▽
稲
わ
ら
に
つ
い
て

農
林
振
興
課　
☎
43
ー
6
9
1
0

▽
土
砂
に
つ
い
て

建
設
課　
☎
43
ー
2
1
2
9

▽
申
告・納
期
限　
３
月
16
日（
月
）

▽
振
替
納
付
日　
４
月
21
日（
火
）

《
消
費
税
・
地
方
消
費
税
》

▽
申
告・納
期
限　
３
月
31
日（
火
）

▽
振
替
納
付
日　
４
月
23
日（
木
）

▼
注
意
事
項

　
２
月
後
半
に
か
け
て
比
較
的
混

雑
が
少
な
く
、
期
間
終
盤
に
来
場

者
が
急
増
し
て
い
ま
す
。
少
な
い

職
員
で
の
対
応
と
な
り
、
長
時
間

お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
書
を
自
宅
で
作
成
す

るe-Tax

や
郵
送
な
ど
で
の
提
出

や
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ホ
に
よ
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
確
定
申
告
が

で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
古
川
税
務
署

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
22
ー
1
7
1
1

台
風
19
号
に
伴
う

賃
貸
応
急
住
宅
の

申
込
期
間
に
つ
い
て

　
賃
貸
型
応
急
住
宅
の
申
請
は
、

１
月
31
日（
金
）を
も
っ
て
終
了
し

ま
し
た
。

　
な
お
、
許
可
前
に
住
宅
な
ど
を

借
り
上
げ
し
た
場
合
、
賃
貸
型
応

急
住
宅
へ
の
変
更
も
可
能
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ご
相
談
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ
先　
企
画
財
政
課

企
画
班　
☎
43
ー
2
1
1
1

あ
り
、
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
手

数
料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。
家
族
従

業
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
加
入

で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
中
退
共
本
部

☎
03
ー
6
9
0
7
ー
1
2
3
4

み
や
ぎ
介
護
人
材
を

育
む
取
組
宣
言
認
証
の

ご
案
内

　
職
員
育
成
や
働
き
や
す
い
環
境

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

を
宣
言
し
認
証
さ
れ
た
介
護
事
業

所
を
み
や
ぎ
介
護
人
材
を
育
む
取

組
宣
言
認
証
制
度
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
て
い
ま
す
。
働
く
・
利

用
す
る
事
業
所
を
探
し
て
い
る
人

は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

み
や
ぎ
介
護
人
材
を
育
む
取
組
宣

言
認
証
制
度
事
務
局

☎
0
2
2
ー
3
4
3
ー
8
5
6
5

古
川
税
務
署
で

申
告
書
作
成
会
場
を

開
設
し
ま
す

▼
期
間　
２
月
17
日（
月
）

　
　
　
～
３
月
16
日（
月
）

　
　
　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

▼
時
間　
各
日
９
時
～
17
時

　
　
　
　
受
付
は
16
時
ま
で

▼
申
告
・
納
期
限

《
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
》

▼
問
い
合
わ
せ
先

年
金
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０

－

０
０
３

－

０
０
４

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

涌
谷
町
奨
学
資
金
貸
与

事
業
を
廃
止
し
ま
す

　
国
の
高
等
教
育
の
修
学
支
援
制

度
の
拡
充
に
よ
り
、
涌
谷
町
で
は

毎
年
無
利
子
で
奨
学
資
金
を
貸
与

す
る
事
業
を
令
和
２
年
度
か
ら
廃

止
し
ま
す
。
令
和
２
年
４
月
か
ら
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
お
よ
び
そ
れ

に
準
ず
る
世
帯
の
学
生
に
対
し
、

国
の
授
業
料
等
減
免
制
度
の
創
設

お
よ
び
給
付
型
奨
学
金
支
給
の
拡

充
が
決
定
し
て
い
ま
す
。
対
象
者

や
手
続
き
方
法
の
詳
細
は
、
独
立

行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

涌
谷
町
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課 

☎
43
ー
2
1
4
0

中
小
企
業
退
職
金

国
の
制
度
が
サ
ポ
ー
ト

　
中
小
企
業
退
職
金
共
済（
中
退

共
）制
度
は
、
中
小
企
業
の
事
業

主
が
、
従
業
員
の
退
職
金
を
計
画

的
に
準
備
で
き
る
国
の
退
職
金
制

度
で
す
。
国
か
ら
の
掛
金
助
成
が

納
め
た
国
民
年
金
保
険

料
は
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
で
す

　
平
成
31
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

元
年
９
月
30
日
の
間
に
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
し
た
人
に
は
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
令
和
元
年
分
の

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
令

和
元
年
12
月
31
日
ま
で
に
、
令
和

元
年
に
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
人
に
は
、
２
月
上
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

と
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　
申
告
書
を
提
出
す
る
際
に
は
、

必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
本
人

の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
ら
れ

ま
す
の
で
、
ご
家
族
あ
て
に
送
ら

れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
の
上
、

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年

金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の

事
故
な
ど
、
万
一
の
と
き
に
も
心

強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。
保

険
料
は
忘
れ
な
い
よ
う
き
ち
ん
と

納
め
て
く
だ
さ
い
。

広 報 わ く や 令和2年2月1日発行 ― 16 ―



関
か
ら
事
業
に
必
要
な
お
金
を
借

り
る
と
き
、
保
証
人
と
な
っ
て
、

お
金
が
借
り
や
す
く
な
る
よ
う
サ

ポ
ー
ト
す
る
公
的
機
関
で
す
。

　
資
金
調
達
の
サ
ポ
ー
ト
の
他
、

創
業
・
経
営
支
援
な
ど
の
取
り
組

み
も
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象　
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
を
営
ん
で
い
る
人

▼
問
い
合
わ
せ
先　
宮
城
県
信
用

保
証
協
会
大
崎
支
店

☎
22
ー
0
7
2
2

自
衛
官
を
募
集

《
陸
・
空
自
衛
官
候
補
生
》

▼
応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未

満▼
受
付
期
間
　
２
月
21
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
締
切

▼
試
験
日
　
２
月
29
日（
土
）

　
　
　
　
　
３
月
１
日（
日
）

《
予
備
自
衛
官
補（
一
般・技
能
）》

▼
応
募
資
格

▽
一
般　
18
歳
以
上
34
歳
未
満

▽
技
能　
18
歳
以
上
で
、
国
家
免

許
資
格
な
ど
を
有
す
る
者（
資
格

に
よ
る
年
齢
の
上
限
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
）

▼
受
付
期
間　
１
月
６
日（
月
）

　
　
　
　
　
～
４
月
10
日（
金
）

▼
試
験
日　
　
４
月
18
日（
土
）

　
　
　
　
　
～
４
月
22
日（
水
）

　
　
　
い
ず
れ
か
指
定
の
１
日

▼
問
い
合
わ
せ
先　
自
衛
隊
宮
城

地
方
協
力
本
部
石
巻
地
域
事
務
所

☎
0
2
2
5
ー
83
ー
6
7
8
9

わ
く
や
地
域
福
祉

フ
ォ
ー
ラ
ム

　
「
先
進
的
な
地
域
福
祉
活
動
の

実
践
」
や
「
企
業
に
よ
る
地
域
に

貢
献
す
る
取
り
組
み
」
に
つ
い
て

学
び
合
い
、
身
近
な
地
域
で
暮
ら

し
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
体
制
づ

く
り
を
目
指
し
ま
す
。

▼
日
時　
２
月
28
日（
金
）

　
　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所　

ゆ
う
ら
い
ふ
多
目
的

ホ
ー
ル

▼
内
容

▽
調
査
研
究
報
告　
４
区
に
お
け

る
戸
別
訪
問
調
査

▽
活
動
発
表　
モ
デ
ル
地
区
に
よ

る
支
え
合
い
活
動
、
み
や
ぎ
生
活

協
同
組
合
の
取
り
組
み
、
県
内
の

先
進
事
例

▼
対
象　
町
民
全
般

▼
参
加
費　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ
先　
涌
谷
町
社
会

福
祉
協
議
会
地
域
支
援
係

☎
43
ー
6
6
6
1

▼
申
込
期
間　
２
月
３
日（
月
）

　
　
　
　
　
～
21
日（
金
）

▼
抽
選
予
定
日　
複
数
申
込
の
場

合
、
２
月
26
日（
水
）に
抽
選
。

▼
入
居
可
能
日　
３
月
11
日（
水
）

以
降

▼
入
居
要
件　
①
～
⑥
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
こ
と
。
①
暴
力
団
員

で
な
い
こ
と
②
持
ち
家
が
な
い
こ

と
③
同
居
す
る
親
族（
申
し
込
み

か
ら
３
ヵ
月
以
内
の
婚
姻
予
定

の
人
を
含
む
）が
い
る
こ
と
④
町

税
な
ど
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
⑤

収
入（
各
種
控
除
後
の
月
額
所
得
）

が
次
に
該
当
す
る
こ
と
。
一
般
世

帯
15
万
８
千
円
以
下
、
裁
量
世
帯

21
万
４
千
円
以
下（
高
齢
者
・
障

害
者
世
帯
な
ど
）⑥
公
営
住
宅
法

と
涌
谷
町
町
営
住
宅
条
例
を
順
守

で
き
る
こ
と

▼
申
込
方
法　
認
印
を
持
参
の
上
、

建
設
課
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に

記
入
し
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

建
設
課
都
市
計
画
班

☎
43
ー
2
1
2
9

金
融
機
関
か
ら
の

資
金
調
達
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　
信
用
保
証
協
会
は
、
中
小
企
業

や
小
規
模
事
業
者
、
こ
れ
か
ら
事

業
を
始
め
る
皆
さ
ん
が
、
金
融
機

法
テ
ラ
ス
で

無
料
法
律
相
談
会
を

実
施
し
ま
す

　
金
銭
貸
借
や
相
続
ト
ラ
ブ
ル
、

離
婚
、
労
働
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
弁

護
士
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
相
談
は
予
約
制
で
す
。

▼
日
時

　
２
月
８
日（
土
）10
時
～
16
時

　
　
　
10
日（
月
）11
時
～
13
時

　
　
　
22
日（
土
）10
時
～
16
時

▼
場
所　
法
テ
ラ
ス
東
松
島

　
（
10
日
は
役
場
第
１
会
議
室
）

▼
問
い
合
わ
せ
先 

法
テ
ラ
ス
東

松
島（
平
日
９
時
～
17
時
）

☎
0
5
0
ー
3
3
8
3
ー
0
0
0
9

町
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

▼
募
集
住
宅

お知らせ イベント相談 募集

住宅名 家賃月額 間取

八雲住宅333号 23,700円
～46,500円 3DK

階層 世帯人数 戸数

3階 2人以上 1戸
申し込みは、一世帯一戸に限ります。駐車場は別途月
額2千円。リフォームしていますが、建設から20年経
過しているため、経年劣化している部分があります。

☆３歳以上のお子さんは、いつでもピアノ無料体験できます。
☆レッスンをおやすみしても振替レッスンいたします。

♪佐藤音楽教室　生徒募集

【教室所在地】
涌谷教室 (☎42-3077)
※涌谷第一小学校・福祉センター近く
古川教室 (☎22-1610)
※古川第四小学校近く・ブックオフ隣

ホームページはこちら！ http://satoongakukyousitu.blog.fc2.com/
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日
本
遺
産

「
み
ち
の
く
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
浪
漫
」

リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
「
日
本
遺
産
『
み
ち
の
く
Ｇ
Ｏ

Ｌ
Ｄ
浪
漫
』
を
知
る
」
を
テ
ー
マ

と
し
た
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

最
終
回
を
、
特
別
講
演
の
講
師
に
、

日
本
遺
産
選
定
委
員
で
も
あ
る
丁ち

ょ
う

野の

朗あ
き
ら

氏
を
講
師
に
迎
え
、
多
賀
城

市
の
東
北
歴
史
博
物
館
で
開
催
し

ま
す
。

▼
日
時　
２
月
16
日（
日
）

　
　
　
　
13
時
30
分（
13
時
開
場
）

▼
場
所　
東
北
歴
史
博
物
館

▼
申
込
方
法　
涌
谷
公
民
館
備
え

付
け
の
申
込
用
紙
か
、
Ｅ
メ
ー
ル

に
氏
名
・
住
所
・
連
絡
先（
電
話

番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）を
記

入
し
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
先

Ｆ
Ａ
Ｘ

0
2
2
ー
7
1
4
ー
8
3
1
3

メ
ー
ル

goldrom
an@

u-m
edia.jp

涌
谷
の
歴
史
を
再
発
見

令
和
２
年
観
光
ガ
イ
ド

養
成
講
座

　
涌
谷
の
名
所
・
史
跡
を
案
内
す

る
観
光
ガ
イ
ド
の
養
成
講
座
を
開

講
し
ま
す
。
町
の
歴
史
や
伝
統
・

文
化
に
関
心
を
お
持
ち
の
人
は
、

こ
の
機
会
に
受
講
く
だ
さ
い
。

▼
場
所　
い
ず
れ
も
涌
谷
町
役
場

西
庁
舎
第
１
会
議
室

▼
申
込
締
切　
２
月
14
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

☎
43
ー
2
1
1
9

日時 講座内容
2月18日（火）
18時30分～20時30分

・開講式
・伊達騒動（寛文事件）と伊達安芸宗重公

2月25日（火）
18時30分～20時30分

・黄金山産金遺跡 ・長根貝塚
・追戸・中野横穴墓群

3月3日（火）
18時30分～20時30分

・箟峯寺の歴史
・観光ガイドをやってみて

3月10日（火）
18時30分～20時30分

・郷土の先人石川謙吾先生と伊達政宗像
・閉講式

More PickUp 伊達安芸宗重公３５０年祭記念事業
「涌谷町歴史フォーラム～伊達騒動と涌谷～」を開催
　涌谷伊達家第4代の伊達安芸宗重公が伊達騒動により凶刃に倒れた1671（寛文11）
年から350年を経た節目の年である令和2年に、宗重公を偲び記念事業を実施します。
　「伊達騒動」に焦点をあて、その時代や人物像を通して改めて地域について見つめ
直す契機とすることを目的に歴史フォーラムを開催します。

▼日時　2月29日（土）13時30分～16時　 ▼場所　涌谷公民館交流ホール

▼対象　どなたでも　 ▼入場料　無料

▼内容

▽第一部　基調講演「列島大開発時代と伊達騒動」
　　　　　講師　宮城学院女子大学学長　平川　新　氏

▽第二部　報告
　　　　　コーディネーター 宮城学院女子大学学長　平川　新　氏
　　　　　パネリスト
　　　　　テーマ「伊達安芸の人物像」 涌谷町文化財保護委員長　櫻井　伸孝　氏
　　　　　テーマ「伊達兵部の人物像」 東北大学文学部准教授　　籠橋　俊光　氏
　　　　　テーマ「涌谷伊達家と登米伊達家」 元仙台市博物館長　佐藤　憲一　氏

▼問い合わせ先　伊達安芸宗重公３５０年祭記念事業実行委員会事務局
　　　　　　　　（まちづくり推進課内） ☎43-2119

記
念
事
業
一
覧

月 日 曜日 内　　容 場所
3 27 金 伊達安芸宗重公350年遠忌法要 見龍寺

4

1 水 伊達家ゆかりの品特別展（～5月6日） 史料館

19 日
箟岳山箟峯寺開山1250年特別御開帳（～26日）
開扉法要 新梵鐘披露法要（19日） 箟峯寺

第70回東北輓馬競技大会 河川敷
26 日 涌谷神社例大祭前夜祭 涌谷神社
27 月 涌谷神社例大祭 涌谷神社
29 水 神輿渡御 町内～神社

　その他に左記のような事
業を350年祭記念事業とし
て執り行います。ぜひ足を
お運びください。
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涌谷町農業委員
涌谷町農地利用最適化推進委員を募集します

　平成28年4月1日施行の農業委員会法改正に伴い、農業委員は推薦・応募
による市町村長の任命制となります。また、さらなる農地などの利用最適化
を進めるため、農地利用最適化推進委員を農業委員会が委嘱します。

【推薦・公募内容】

【最適化推進委員の担当区域区分】

農業委員 農地利用最適化推進委員
募集人数 11人(うち1人は中立委員) 12人（担当区域毎に決定します）
就任日 令和2年7月20日

（町議会の同意議決を得て就任）
第1回農業委員会総会の日

（町農業委員会の委嘱により就任）
任期 令和2年7月20日～令和5年7月19日 委嘱日～令和5年7月19日
身分 地方公務員法第3条第3項第1号に規定する特別職の地方公務員（非常勤）

主な職務 ・農地の移動に関する調査、審査および決議
・農地利用の最適化に関する業務
・農家相談業務
・農業委員研修などへの参加
・農業者年金の加入推進

・農地利用の最適化に関する業務（農地利用の
集積・集積化の推進、耕作放棄地の発生防止
と解消の推進、農地中間管理事業の利用促進
など）

・農政または農地調査会、研修会などへの出席
出務日数 ・月2回から3回程度（定例会・現地調査・農家

相談）が基本ですが、審議案件により現場調
査などの日数は増えます

・月2回程度（現地調査など）で現場活動が基本
ですが、委員会の求めによっては、定例会へ
の出席があります

報酬月額 36,200円 23,500円

地区名 区 　　　　　　　　　域 人数

西地区1 1区、2の1区、2の2区、2の3区、3区、4区、5の1区、5の2区、6区、7区、八雲区 2
西地区2 8区、9の1区、9の2区、9の3区、10区、11区 2
東地区1 日向区、城山区、上町区、上谷地区、上郡1区、上郡2区、下郡区 2
東地区2 下小塚区、上小塚区、下町区、黄金区 2

箟岳地区1 長根区、小里区、成沢区、岸ヶ森区、脇区、太田区 2
箟岳地区2 箟岳区、吉住区、猪岡区、短台区、大谷地区 2

▼応募資格　涌谷町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。ただし学生を除く。

▼応募方法
　「推薦」と「応募」があります。
　「推薦」の場合は、個人の推薦（3人以上の推薦者連名）と法人・団体などの推薦があります。それぞれ応募用紙に必
要事項を記入の上、農業委員会に持参または郵送してください。
　推薦および応募用紙は農業委員会にあります。町ホームページからもダウンロードできます。

▼応募期間　令和2年3月2日（月）から令和2年3月30日（月）までの29日間

▼応 募 先　農業委員会事務局

▼選考方法
　涌谷町農業委員候補者評価等委員会の意見を受け選考し、本人に通知します。
　その後、農業委員については、涌谷町議会定例会6月会議に上程し、同意を得た上で選任されます。
　また、最適化推進委員については、農業委員会総会で選任されます。

農業委員および農地利用最適化推進委員の推薦・応募に関する説明会

▼日時　令和2年2月19日（水）14時～　 ▼場所　涌谷町役場本庁舎2階大会議室
【農業委員・農地利用最適化推進委員の問い合わせ先】　農業委員会事務局　☎43－2120
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　季節の遊びや地域とのふれあい遊びなどを通して、
親子でふれあったり、親子同士友達を作ったりして
楽しく遊びます。
●対　象　町内在住の1～3歳児の幼児親子（祖父母可）
●日時・内容

●備　考　長年ご愛顧いただいてきた幼児クラブも2
月をもって終了となります。子育ての一助として
たくさんの皆さまとふれあい、楽しい時間を過ご
せた場であったなら幸いです。今までご協力いた
だいた皆さまに心から感謝申し上げます。

《問い合わせ・申し込み先》
　八雲児童館　☎42-2617

子育て支援サークルや
イベント情報を紹介

《通常サークル》

《年齢別サークル》

八雲児童館幼児クラブ

涌谷保育園子育てサークル

八
雲
児
童
館

子育て支援センター

サークル名 日程（10時～11時30分） 場所
ひだまり 2月17日（月）

涌谷保育園
子育て支援
センター

にこにこ 2月19日（水）
すこやか 2月20日（木）
のびのび 2月21日（金）

日程 時間 内容
2月 4日（火） 10時

～
11時

レクダンスをみんなで楽し
みます

2月18日（火） ふれあいひな祭り会
2月28日（金） 幼児クラブおわりの会

　小さい子から大人まで、腹話
術を見て、みんなで笑って楽し
みましょう！
　オープニングにリトミックの
活動発表があります♪

《問い合わせ・申し込み先》
　子育て支援サークルおひさまスマイル
　☎090-4672-5669（大橋）、☎090-4123-7019（齋藤）
　詳細は、「おひさまスマイル」のブログをご覧ください。

おひさまスマイル

日 時 3月15日（日）10時15分～11時30分
場 　 所 涌谷公民館交流ホール
対 　 象 どなたでもOK
参 加 費 無料
申込締切 事前申込は不要です

わくわくパラダイス～腹話術を楽しもう～

サークル名 日程（10時～11時） 場所
0歳児 2月4日（火） 涌谷保育園

子育て支援
センター

1歳児 2月5日（水）
2・3歳児 2月7日（金）

　

エプロンおばさんと遊ぼうひろば
ゆ
う
ら
い
ふ

　子育て経験者の子育て相談員「エプロンおばさ
ん」が楽しく迎えてくれる自由遊びを中心とした
集いの場。
●対　象　未就学児の親子（祖父母も可）
●日　時　毎週木曜日・10時～11時30分
●場　所　高齢者福祉複合施設「ゆうらいふ」
《問い合わせ・申し込み先》
　涌谷町社会福祉協議会 ☎43-6661

　

のんのん教室 ～みんなで守ろう交通安全～

箟
岳
公
民
館

　箟岳地区の子育て支援イベントです。
●対　象　未就学児の親子（祖父母も可）
●日　時　2月13日（木）・10時～11時
●場　所　箟岳公民館
●内　容　閉講式・おわかれの集い
　　　　　（修了記念品作り・会食会）
《問い合わせ・申し込み先》生涯学習課　☎43-3001

　

さくらんぼこども園なかよしルーム

さくらんぼこども園　6ヵ月から入園までのお子さんを連れて遊びに
来ませんか？支援室の遊具やこども園の友だちと遊
んで楽しく過ごしましょう。
●対　象　6ヵ月～入園前までのお子さん
●日　時　2月5日（水）10時～11時
●場　所　さくらんぼこども園支援室
●持参物　水分用の飲み物、おむつ交換時用にバス
　　　　　タオル
●その他　事前に下記にお申し込みください。
《問い合わせ・申し込み先》
　さくらんぼこども園　☎43-6681

●子育てうるおいタイム　2月7日（金）
　　　　　　　　　　　　10時45分～12時
●ひなまつり製作　　　　2月28日（金）　10時～11時
　　　　　　　　　　　　会場　子育て支援センター
《問い合わせ先》 涌谷保育園子育て支援センター
　　　　　　　　 担当　浅野・阿部　☎42-2333

広 報 わ く や 令和2年2月1日発行 ― 20 ―


